
※10％割引は令和5年3月末終了

継続利用の
回数に
制限なし

保証付融資の

借換が可能

令和４年度
信用保証料率
10％割引

限度額
3,000万円
に拡大

継続は新規保証の申込を受け、同時決済により手続きを行います。

分割返済なし

要件に適合する限り継続利用可能（回数制限なし）

本制度ご利用のイメージ

継続
１年

継続
１年

継続
１年

継続
１年

継続
１年

初回
１年

詳しくは裏面へ

一企業につき
一口限り

一旦返済
することなく
継続利用が
可能！！

要件に適合しなくなった場合

（3）他の保証制度での借換
（2）条件変更による分割返済
（1）期日一括返済

どっしりくんどっしりくん

当協会イメージキャラクター
さすけね君

「継続サポート保証」短期継続型保証制度



3,000万円
12ヶ月以内（継続利用が可能で継続回数に制限はありません）
金融機関所定利率
ご利用される方の決算状況に応じ、以下の①から⑨区分となります。

さらに、協会の定めるところにより、割引料率が適用される場合があります。

③ ④ ⑤ ⑥

本資金導入により約定償還額減少による資金繰り改善が図れます。
また、財務諸表上の長短バランスも改善されます。

⑧ ⑨
責任共有保証料率(％)

区　　分 ⑦
1.71　1.58　1.40　1.22　1.04　0.90　0.72　0.54　0.41
① ②

https://www.fukushima-cgc.or.jp/福島県信用保証協会

運転資金の調達が長期借入金に偏っている方

短期継続型保証制度
「継続サポート保証」

① 直近の決算で債務超過でないこと
② 既保証付融資が返済緩和等の条件変更を実施していないこと
③ 著しい社外流出など、本制度が目的に反して利用されていないこと
④ その他、保証利用要件を満たさなくなっていないこと
　（ただし①の場合、債務超過の要因が一過性であり、次期決算には解消されると融資
金融機関による意見書によって説明が得られる場合は１期限り、継続が可能）

① １期（６ヶ月）以上の決算を実施している法人および個人の方
　（ただし、個人の方は、貸借対照表を作成し最高65万円の青色申告特別控除されてい
る事業者に限ります）

② 申込時点で保証協会の保証利用、または申込金融機関の融資取引がある方
③ 直近の決算で債務超過でない方
④ 既存の保証付融資が返済緩和等の条件変更を実施していない方

　　　　　　TEL 024-526-1530
　福島市三河南町1-20 コラッセふくしま10階

　　　　　　TEL 024-932-2769
　郡山市清水台1-3-8 郡山商工会議所会館3階

　　　　　　TEL 0248-24-0156
　白河市道場小路96-5 白河商工会議所会館2階

　　　　　　TEL 0242-23-9171
　会津若松市南千石町2-19

　　　　　　TEL 0246-23-3570
　いわき市平字材木町3-1

　　　　　　TEL 0244-23-5105
　南相馬市原町区本町1-3

ご利用にあたっては、金融機関および当協会の審査があります。

福島営業店

郡 山 支 店

白 河 支 店

いわき支店

相 双 支 店

会 津 支 店
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◆ 制度概要 ◆

◆ こんな方におススメ ◆

対象となる方

保証限度額
保 証 期 間
貸 付 利 率

10％割引後の
信用保証料率

継 続 要 件

詳しくは、当協会の福島営業店・各支店までお問合せください。


